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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ   1/36     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年11月24日(2009.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白血球の少なくとも一部を除去する性能を有するフィルター担体の表面がエチレン－ビ
ニルアルコール共重合体で被覆されており、該エチレン－ビニルアルコール共重合体のエ
チレン含量が２０ｍｏｌ％以上７０ｍｏｌ％以下であることを特徴とする、単核球の炎症
性サイトカイン産生が抑制された白血球含有液を得るためのフィルター材。
【請求項２】
　前記フィルター材のエチレン－ビニルアルコール共重合体の被覆量が単位表面積あたり
０．２ｍｇ／ｍ2以上２００ｍｇ／ｍ2以下である請求項１記載の単核球の炎症性サイトカ
イン産生が抑制された白血球含有液を得るためのフィルター材。
【請求項３】
　前記フィルター担体が織布または／および不織布である請求項１または２記載の単核球
の炎症性サイトカイン産生が抑制された白血球含有液を得るためのフィルター材。
【請求項４】
　前記織布または／および不織布のモノフィラメントの平均繊維直径が０．５μｍ以上５
０μｍ以下であり、且つ嵩密度が０．０５ｇ／ｃｍ3 以上０．５ｇ／ｃｍ 3 以下である
請求項３記載の単核球の炎症性サイトカイン産生が抑制された白血球含有液を得るための
フィルター材。
【請求項５】
　前記フィルター担体が粒子集合体である請求項１または２記載の単核球の炎症性サイト
カイン産生が抑制された白血球含有液を得るためのフィルター材。
【請求項６】
　前記粒子の球相当直径が０．１ｍｍ以上５ｍｍ以下である請求項５記載の単核球の炎症
性サイトカイン産生が抑制された白血球含有液を得るためのフィルター材。
【請求項７】
　白血球の少なくとも一部を除去する性能を有するフィルター材がエチレン－ビニルアル
コール不織布および／またはエチレン－ビニルアルコール粒子からなることを特徴とする
、単核球の炎症性サイトカイン産生が抑制された白血球含有液を得るためのフィルター材
。
【請求項８】
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　少なくとも入口と出口とを有する容器に、該容器内を入口側空間と出口側空間に隔てる
ように請求項１乃至７の何れかに記載のフィルター材を充填してなる、単核球の炎症性サ
イトカイン産生が抑制された白血球含有液を得るためのフィルター装置。
【請求項９】
　白血球の少なくとも一部を除去する性能を有するフィルター材の表面がエチレン－ビニ
ルアルコール共重合体であるフィルター材に、単核球を含む白血球含有液を接触させるこ
とにより該単核球の炎症性サイトカイン産生が抑制された白血球含有液を得る方法。
【請求項１０】
　前記フィルター材が請求項１乃至７の何れかに記載のフィルター材である請求項９記載
の単核球の炎症性サイトカイン産生が抑制された白血球含有液を得る方法。
【請求項１１】
　白血球の少なくとも一部を除去する性能を有するフィルター担体の表面がエチレン－ビ
ニルアルコール共重合体で被覆されており、該エチレン－ビニルアルコール共重合体の被
覆量が単位表面積あたり０．１ｍｇ／ｍ2以上１８０ｍｇ／ｍ2以下であり、かつ該エチレ
ン－ビニルアルコール共重合体のエチレン含量が２５ｍｏｌ％以上４４ｍｏｌ％以下であ
ることを特徴とする、単核球の炎症性サイトカイン産生が抑制された白血球含有液を得る
ためのフィルター材。
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